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。



衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
米
軍
ヘ
リ
パ
ッ
ド
建
設
工
事
現
場
に
お
け
る
ダ
ン
プ
カ
ー
に
よ
る
機
動
隊
員
輸
送
に
関

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

沖
縄
県
警
察
に
よ
る
と
、
平
成
二
十
八
年
十
月
十
一
日
午
後
零
時
五
十
二
分
頃
、
沖
縄
防
衛
局
か
ら
同
県
警
察
に
対
し
、

北
部
訓
練
場
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
着
陸
帯
の
移
設
工
事
に
反
対
す
る
人
々
が
同
訓
練
場
内
安
波
地
区
の
工
事
現
場
に
向
か
っ
て

お
り
、
事
故
や
事
件
等
に
発
展
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
旨
の
通
報
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
警
察
官
が
待
機
し
て
い
た
沖
縄
県
道
七

十
号
線
の
同
訓
練
場
の
進
入
路
前
か
ら
当
該
工
事
現
場
ま
で
約
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
あ
り
、
徒
歩
に
よ
る
速
や
か
な
臨
場
が
困

難
で
あ
っ
た
こ
と
、
警
察
用
車
両
で
は
車
高
が
低
く
当
該
工
事
現
場
ま
で
走
行
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
等
か
ら
、

現
場
に
お
け
る
混
乱
及
び
事
故
の
防
止
等
の
た
め
、
同
日
午
後
一
時
頃
、
警
察
官
約
五
十
人
が
工
事
用
車
両
三
台
に
分
か
れ

て
乗
車
し
、
当
該
工
事
現
場
に
臨
場
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
は
、
同
県
警
察
に
お
い
て
、
警
察
法
（
昭
和
二

十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
警
察
の
責
務
を
達
成
す
る
た
め
の
業
務
が
適
切
に
行
わ
れ
た
も
の
と
考

え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

一



沖
縄
県
警
察
に
よ
る
と
、
一
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
事
例
に
お
い
て
工
事
用
車
両
が
通
行
し
た
北
部
訓
練
場
内
の
場
所

は
、
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
同
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

「
道
路
」
に
当
た
ら
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
お
尋
ね
の
「
こ
れ
ま
で
の
「
事
例
」
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
同
県
警
察
に
よ
る
と
、
一
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
事
例
の
ほ
か
、
平
成
二
十
八
年
八
月
か
ら
九
月
ま

で
の
間
に
、
同
訓
練
場
内
安
波
地
区
に
お
い
て
、
警
察
官
が
工
事
用
車
両
に
二
回
乗
車
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
警
察
官
が
、

同
訓
練
場
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
着
陸
帯
の
移
設
工
事
に
関
し
、
同
訓
練
場
区
域
内
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
と

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
六
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
我

が
国
に
駐
留
す
る
米
国
軍
隊
（
以
下
「
在
日
米
軍
」
と
い
う
。
）
か
ら
同
意
を
得
て
い
る
が
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位

に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
十
条
の
規
定
を
根
拠
と
す
る
も
の

で
は
な
い
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
一
般
論
と
し
て
申
し
上
げ
れ
ば
、
在
日
米
軍
が
使
用
す
る
施
設
及
び

二



区
域
は
我
が
国
の
領
域
で
あ
り
、
属
地
的
に
は
我
が
国
の
法
令
が
適
用
さ
れ
る
。

三


